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１．目的 

 橋本市窓口業務等アウトソーシング委託は、橋本市（以下「本市」という。）の市民課、

税務課、総務課及び産業振興課の窓口等業務等並びに橋本市庁舎（北別館含む）、教育文

化会館、保健福祉センターの総合管理業務を一括して民間事業者にアウトソーシングする

ことにより、スケールメリットを図りながら、市民サービスの向上と行政事務の効率化を

両立させることを目的とする。 

 

２．契約期間 

 契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

３．窓口等業務の履行にあたっての基本的な考え方 

 窓口等業務の履行にあたっては、単なる人員の供給ではなく、専門的な業務に対応でき、

かつ品質や納期を設定した成果保証を求めるものであり、以下の点に留意し業務にあたる

こと。 

（１）専門知識を保持していること 

  窓口等業務は、単なる窓口業務ではなく、請求の権限、申請理由等の確認や必要とす

る疎明資料の判断等を伴うものであり、多岐に渡って存在するルールに沿った判断がで

きる専門知識を保持していること。 

（２）組織的な管理体制が構築されていること 

  窓口等業務の実施にあたっては、関係法令の遵守は当然ながら、事前に本市と協議し

た運用ルールに沿って、迅速かつ確実に業務を履行できるよう、受託者の責任において

教育を行った人材を配置するなどの組織的な管理運営体制が構築されていること。 

（３）守秘義務の厳守 

  窓口等業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、窓口等業務上知りえた情報

を漏らし、又は盗用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 

（４）信用失墜行為の禁止 

  窓口等業務の実施にあたっては、市民からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ丁

寧に対応し市民の満足度の向上に努め、本市の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

（５）従事者への配慮等 

  受託者は、窓口等業務の公共性及び重要性に鑑み、従事者に対して法令で定められた

一切の雇用者としての義務を履行し、適正かつ良好な労働条件の確保に配慮するととも

に、従事者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するよう努めなければ

ならない。また、本市は受託者の職場環境の整備に関して必要な協力を行う。 

（６）公正な取扱い 

  受託者は、業務の提供について、利用者を区別することなく公平・公正に取り扱わな

ければならない。 

 

４．窓口等業務対象業務 

（１）市民課窓口・内部事務関連業務 
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（２）税務課窓口・内部事務関連業務 

（３）総務課内部事務関連業務 

（４）産業振興課内部事務関連業務 

（５）本市の状況に合ったご遺族支援窓口設置に向けた助言 

 本市では身近な方がお亡くなりになった時に、故人の状況をお伺いしながら市役所

での手続きを案内する専用窓口として「ご遺族支援窓口」の設置を目指している。つ

いては本市が開催する本市の状況に合った「ご遺族支援窓口」に係る会議に出席し、

お亡くなりになった時の手続きにおいて集約可能な業務の抽出等の助言を行うこと。 

 

５．窓口等業務の業務期間 

（１）事前準備期間 

受託者は窓口等業務の開始前に受託者が雇用する統括責任者等従事職員に対するイ

ニシャル研修（マニュアル作成、服務規律・倫理・コンプライアンス・個人情報保護

等研修、接遇研修、業務に関する座学研修及び現場研修等）を以下の事前準備期間中

に行い、窓口等業務の円滑な開始を図ること。 

① 市民課窓口・内部事務関連業務（市民課日直関連業務を除く） 

契約締結日の翌日から令和７年１月３１日まで 

② 市民課窓口・内部事務関連業務（市民課日直関連業務） 

 契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで 

③ 税務課窓口・内部事務関連業務（確定申告及び市民税申告会場運営補助に関する業務） 

 契約締結日の翌日から令和６年１２月３１日まで 

④ 税務課窓口・内部事務関連業務（確定申告及び市民税申告会場運営補助に関する業務

を除く） 

契約締結日の翌日から令和７年７月３１日まで 

⑤ 総務課内部事務関連業務（入札受付事務） 

契約締結日の翌日から令和６年１２月３１日まで 

⑥ 総務課内部事務関連業務（入札受付事務を除く） 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

⑦ 産業振興課内部事務関連業務 

契約締結日の翌日から令和６年８月３１日まで 

（２）業務履行期間 

① 市民課窓口・内部事務関連業務（市民課日直関連業務を除く） 

令和７年２月１日から令和９年３月３１日まで（２６ヶ月） 

② 市民課窓口・内部事務関連業務（市民課日直関連業務） 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで（３６ヶ月） 

③ 税務課窓口・内部事務関連業務（確定申告及び市民税申告会場運営補助に関する業務） 

令和７年１月１日から令和７年３月３１日まで 

令和 8年１月１日から令和 8年３月３１日まで 

令和 9年１月１日から令和 9年３月３１日まで（計９ヶ月） 
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④ 税務課窓口・内部事務関連業務（確定申告及び市民税申告会場運営補助に関する業務

を除く） 

令和７年８月１日から令和９年３月３１日まで（２０ヶ月） 

⑤ 総務課内部事務関連業務（入札受付事務） 

令和７年１月１日から令和７年３月３１日まで 

令和 8年１月１日から令和 8年３月３１日まで 

令和 9年１月１日から令和 9年３月３１日まで（計９ヶ月） 

⑥ 総務課内部事務関連業務（入札受付事務を除く） 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで（２４ヶ月） 

⑦ 産業振興課内部事務関連業務 

令和 6年 9月 1日から令和 6年 12 月 31 日まで 

令和 7年 9月 1日から令和 7年 12 月 31 日まで 

令和 8年 9月 1日から令和 8年 12 月 31 日まで（計１２ヶ月） 

 

６．窓口等業務の履行場所・業務日・業務時間・休業日及び配置人数 

（１）業務の履行場所 

① 市民課窓口・内部事務関連業務、税務課窓口・内部事務関連業務、総務課内部事務

関連業務（公用車運行管理業務を除く）、産業振興課内部事務関連業務 

橋本市東家一丁目１番１号 橋本市庁舎 

  ② 総務課内部事務関連業務（公用車運行管理業務） 

   橋本市公用車駐車場内（市庁舎東側立体駐車場） 

（２）業務日及び業務時間（日直業務以外） 

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで。（公用車運行管理は午

前８時から午後５時まで） 

なお、業務時間前後における開庁にあたっての準備事務及び窓口終了後の事務につ

いても業務範囲に含むものとし、一連の処理が業務時間外に及ぶものについては、業

務時間外に関わらず、処理が完了するまでの間は引き続き業務を行うこと。この場合

の時間延長にかかる経費については、当該契約に係る委託料にあらかじめ含まれるも

のとする。 

（３）休業日（日直業務以外） 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までとする。 

ただし、本市が休日開庁を実施する場合はこの限りではない。その際の費用負担は

別途協議する。 

（４）日直業務の業務日 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７号）に規定 

する休日及び 12 月 29 日から 1月 3日までの日 

（５）日直業務の業務時間 

午前８時３０分から午後５時００分まで（休憩 1時間を含む） 
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   ただし、日直業務時間内に受け付けた届出等には全て対応することとする。 

（６）配置人数 

  ・月別業務件数などに基づく繁忙月判別と実績に基づく処理時間などにより必要な要

員数を算出し、業務対応に必要な場合は速やかに増員を行うなど柔軟な要員配置を

行うこと。 

・急な欠員が生じた場合を含め、交代要員を配置する等必要な措置を講じ以下の最低

配置人数を欠くことの無いようにし窓口等業務の円滑な遂行に努めること。 

① 市民課窓口・内部事務関連業務（日直業務除く） ５名以上 

② 市民課窓口・内部事務関連業務（日直業務）１名 

③ 税務課窓口・内部事務関連業務（確定申告及び市民税申告会場運営補助業務を除く） 

４名以上 

④ 税務課窓口・内部事務関連業務（確定申告及び市民税申告会場運営補助業務） ５

名以上 

⑤ 総務課契約検査係内部事務関連業務 

令和６年度：１名以上・令和７年度：２名以上・令和８年度１名以上 

⑥ 総務課内部事務関連業務（公用車運行管理業務を除く） 

２名以上 

⑦ 総務課総務管理係内部事務関連業務（公用車運行管理業務） 

午前 8時 00 分から午後 12 時 30 分まで 1名、午前 8時 15 分から午後 5時 00 分（11

時 30 分から 12 時 30 分まで休憩）まで 1名 

⑧ 産業振興課内部事務関連業務 

９月～１０月：１名以上、１１月～１２月：２名以上 

 

７. 窓口等業務の業務内容 

 窓口等業務の内容については以下のとおりとする。 

主な業務の取扱件数は、別表１の業務実績から推定すること。 

（１）市民課窓口・内部事務関連業務 

 ア 窓口・内部事務関連業務 

① 住民票等発行に関する業務（広域交付を除く） 

② 転入届に関する業務 

③ 転出届に関する業務（転出証明書再発行、世帯分離等の世帯変更届出含む） 

④ 転居届ほか住民異動届に関する業務 

⑤ 各種戸籍届の受付に関する業務 

⑥ 戸籍謄本等発行に関する業務（広域交付を除く） 

⑦ 印鑑登録証明書発行に関する業務 

⑧ 諸証明発行に関する業務 

⑨ 印鑑登録に関する業務 

⑩ 中長期在留者・特別永住者に関する業務 

⑪ 本人通知制度申込に関する業務 
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⑫ 臨時運行許可に関する業務 

⑬ 郵送請求に関する業務 

⑭ 各種戸籍届及び住民異動届に伴う関係課への連携に関する業務 

⑮ 上記業務の窓口及び電話問合せ対応に関する業務 

⑯ 上記業務の各種手数料の受領・集計に関する業務 

イ 市民課日直関連業務 

① 戸籍の各届出の受付業務 

・届出人の確認、届書の記載事項及び添付書類の確認 

※ただし、届出人の本人確認業務のうち戸籍法施行規則第 53 条の 2 において準

用する第 11 条の 2の第 3号に規定する本人確認は含まない。 

② 埋火葬許可証作成・交付事務 

・死亡届の内容を元に戸籍総合システムに入力し、「埋火葬許可証」を作成・交付

する。 

③ 斎場利用許可書作成・交付事務 

・葬儀連絡表の内容を元に「斎場利用許可書」を手書きで作成し、交付する。 

・斎場使用料の確認をし、納付書を作成する。 

④ 各種戸籍届出の預かり 

・各種戸籍届出の記入内容や添付書類を確認し、不備がないことを確認してから

預かる。 

      ・住民異動届を記入する。（橋本市内に住民登録がある人で異動を伴う場合） 

   ・各種届出を受付した時間、内容等を日直受付簿に記入する。 

⑤ 各種戸籍届出に伴う案内 

・④で預かった戸籍届出に付随する案内を行う。 

⑥ 仮ナンバーと仮ナンバー許可証返却の受取り 

⑦ 電話及び来庁者への対応 

⑧ その他、日直業務に関わること 

（２）税務課窓口事務・内部事務関連業務 

  ア 税務課収納係窓口・内部事務関連業務 

① 完納証明、納税証明、納付額証明書発行業務（申請書・請求書の内容確認、証

明書の作成・交付、手数料の受領、交付件数の集計日計表の作成） 

② 窓口での納付書収納業務（税務課窓口で受付、納付書印刷、市税の領収、領収

書・釣銭の返金、滞納管理システムへの交渉記録の入力等） 

③ 他市町村との滞納整理実態調査に関する業務（発送、収受、関係課への供覧、

回答取りまとめ、回答等） 

④ 催告書の封入封緘業務 

⑤ 口座振替に関する事務（システム入力、口座振込結果の消込、口座振替不能納

付書の作成等） 

⑥ 収納消込に関する事務（共通納税データ取込、介護保険料・市民税・固定資産

税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税消込、延滞金入力、業後日次バ
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ッチ、SKS 修正、コンビニデータダウンロード、軽 JNKS 登録） 

※SKS：収納結果データ確認サービスシステム。消込用データを収納システムに

取り込む前に内容の確認・修正を行う仕組み。 

⑦ 市税還付に関する事務（納付通知書の印刷、還付通知書の封入・内容確認・発

送・再通知） 

⑧ 督促状に関する業務（抜き取り、発送、データ入力・取消） 

⑨ 確定延滞金に関する事務（通知書及び納付書の作成、封入封緘） 

⑩ 移管債権の管理に関する業務（回収機構徴収金明細に基づく納付書作成、領収

印の押印） 

⑪ 市税及び介護保険料・後期高齢者医療保険料の収納及び滞納処分（差押調書・

配当計算書等への押印・送付、エクセル台帳への入力） 

⑫ 国民健康保険税の未納者に対する電話催告 

⑬ 電子申請郵送請求を含む郵送請求に関する業務（郵送用請求書及び添付書類の

内容確認、請求書内容と戸籍・住民データの照合、証明書作成、領収書発行等） 

⑭ 還付請求書に関する業務（内容確認、還付対象口座等の入力） 

⑮ 電話及び来庁者への対応 

⑯ 郵便物の発送確認及び発送業務（発送物有無確認、件数集計、差出依頼表作成） 

⑰ 相続人調査に関する業務（他自治体への戸籍請求等の資料収集事務、相続関係

図作成、通知書等の発送） 

イ 税務課市民税係窓口・内部事務関連業務 

① 確定申告及び市民税申告会場の運営補助に関する業務（設置、受付整理、記録

補助・相談対応） 

② 軽自動車税異動データの入力及びエラー修正（申告書システム入力、入力デー

タの確認・エラー修正、申告書の入替及び保管） 

③ 軽自動車税（原動機付自転車等）の登録、廃車、名義・番号変更（申請書受付・

確認、システム入力、登録済証・申告済証・ナンバープレートの交付等） 

④ 軽自動車税の減免申請（減免案内通知・申請書・減免認定通知等の印刷・封入・

発送、システム入力、受付控え交付、発送件数及びリスト照合等） 

⑤ 各種税証明の交付（申請書・請求書の内容確認、証明書の作成・交付、手数料

の受領、交付件数の集計日計表の作成） 

⑥ 納税通知書及び申告書の封緘・発送（普通徴収・特別徴収・法人・軽自動車） 

⑦ 所在地証明（営業証明）の発行 

⑧ 電子申請郵送請求を含む郵送請求に関する業務（郵送用請求書及び添付書類の

内容確認、請求書内容と戸籍・住民データの照合、証明書作成、領収書発行等） 

⑨ 法人市民税申告書に関する事務（封緘・発送） 

⑩ 郵便物の確認及び課内配布（課内担当への仕分け・配布） 

⑪ 郵便物の発送確認及び発送業務（発送物有無確認、件数集計、差出依頼表作成） 

⑫ 窓口申告相談の職員への案内 

⑬ 普通徴収・特別徴収・法人・軽自動車に関する印刷事務 
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⑭ 市民税係に属する課税照会対応（文書番号確認、回答書コピー、回答用所得証

明書、封筒等の作成 

⑮ 住民税申告の発送（封筒宛名印刷、同封物作成、封入封緘） 

⑯ 給与支払報告関係事務（給与支払報告開封、特徴番号確認・記載、給与支払報

告イメージ採取） 

⑰ 電話及び来庁者への対応 

（３）総務課内部事務関連業務 

  ア 契約検査係内部事務関連業務 

①  入札受付事務（書類の受付・整理・台帳入力・入札契約書類案作成及び郵送・契

約書案作成・入札結果等の複写事務等） 

②  総務課管理コピー機及びＦＡＸの保守管理（用紙・インク等消耗品の発注・補充、

各課複写手数料管理、庁舎入口コピー機の売上金額確認、釣銭補充、手書き領収証

書と機械打ちの納付書作成） 

③ その他庶務事務（支出収入等伝票用資料作成、公用車給油券発行、橋本市都市計画

基本図管理、電話対応・窓口来客の用件確認及び取次） 

 イ 総務管理係内部事務関連業務 

① 公用車問合せ対応（庁内からの申請案内・説明、整備・修理内容の整備業者問合

せ等） 

② 公用車予約・申請受付（予約入力・予約申請の整理等） 

③ 公用車配車調整（車両入替時の予約確認・調整、事故時の車両使用不可通知・車

両調整等） 

④ 燃料費の管理・支払管理（請求書受付、給油伝票と突合、集計表の入力） 

⑤ 公用車オイル・タイヤ交換、バッテリーその他修繕手配（整備工場との日程調整、

修繕等手配・入庫・引取り、修繕等一覧への整理、修繕履歴の入力） 

⑥ 公用車修繕・車検等のデータ管理・支払管理（請求書受付、修繕内容確認、修繕

決裁用資料の作成、支出伝票作成依頼等） 

⑦ 緊急運行車両等事前届出のデータ整理、申請書類作成 

⑧ 車検データ管理（車検業者の選定、車検業者との調整、車検日の通知、車検証回

収、車両台帳の車検日更新等管理） 

⑨ その他車両データ管理（各課車両情報照会、デスクネッツへの車両情報登録） 

⑩ ＥＴＣカード管理（毎月の請求書の振り分け、カード新規発行時の随時処理） 

⑪ 安全運転管理者（安全運転管理者申請書類等作成、安全運転管理者講習会の通知

等作成） 

⑫ 車両保険管理（自動車損害共済承認書の整理） 

⑬ マイクロバス申請受付（受付簿等へ入力、使用申請課へ運行ルート等の確認・詳

細資料依頼、許可後の市マイクロバス使用承認申請書の整理） 

⑭ マイクロバス運行計画（使用申請課へ運行ルート等の再確認・詳細資料催促、運

行計画を委託者へ提出またはＦＡＸ、運行計画書・配車報告書の整理） 

⑮ 庁舎掲示板等管理業務（依頼元・掲示物確認、掲示承認申請受付、掲示物設置や
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回収等掲示板等管理） 

⑯ 庁舎落とし物対応（拾得物の引取り、デスクネッツで拾得物の周知、所有者の確

認、受領書の受理、拾得物の引渡し、警察への提出書（占有者拾得分）作成） 

⑰ その他庶務事務（北別館等鍵の貸出・返却、電話対応・窓口来客の用件確認及び

取次） 

⑱ 公用車車両管理（新規車両写真撮影、休日及び災害発生予想時の事前の給油依頼、

ドライブレコーダー録画状況確認（データ消去等含む） 

⑲  事故対応（事故車両写真撮影等の補助的業務に限る） 

⑳ 安全運転者講習（安全運転研修の実施） 

 ウ 総務管理係公用車運行管理業務 

①  公用車洗車・車内清掃（各車両 1回/2 ヵ月） 

②  12 ヶ月点検（整備士資格保有者による受託者による点検又は整備工場等有資格者

に依頼して実施すること）及びオイル（年 1 回）・オイルエレメント交換（年 1

回） 

③  公用車運行前及び帰庁後の点検（オイル量、傷、電球、タイヤ状況等の自主点検） 

④  公用車駐車場管理（表示物の管理・差替え、配車位置の調整） 

⑤  公用車鍵・運行使用簿の貸出（デスクネッツで予約状況確認、返却後の予約解除

処理） 

⑥  その他公用車運行管理業務の詳細について別添公用車運行管理業務特記仕様書

のとおり。 

（４）産業振興課内部事務関連業務 

①  ふるさと納税寄附金受領証明書等の発行・発送に関する事務 

②  ふるさと納税ワンストップ特例申請に関する申請受付 

③  ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するデータ入力 

 

（５）準備業務 

受託者は、上記業務の移行を円滑に遅滞なく行うため、以下の準備業務を行うこと。

なお、準備業務にかかる費用は、受託者が負担するものとする。 

  ア 業務設計・業務マニュアルの作成 

    仕様書その他本市が提供する資料及び本市からの業務の引継ぎ等に基づき窓口等

業務の内容を把握し、その業務に必要な業務設計を適切に行うとともに、窓口等業

務に必要なマニュアルを作成すること。また、そのマニュアルには本市と受託者と

の業務分担一覧を作成し、添付すること。なお、作成されたマニュアルは本市に帰

属するものとし、業務開始後にマニュアルに変更が生じた場合も同様とする。 

  イ 窓口等業務の執行体制の整備・従事者の確保 

    窓口等業務の執行体制の整備及び従事者を確保すること。 

  ウ 備品等の調達 

    必要な備品、事務用品等を調達し、市の承認を得ること。 

  エ 研修 



- 10 - 

① 本仕様書５.（１）事前準備期間に記載のとおり、業務開始日までに窓口等業務に

必要な知識及び技能を習得させること。また、本市が有するシステム等の操作に

関する研修を業務開始日までに本市の協力のもとに３回以上実施すること。 

② 受託者は、業務開始以降も随時必要な研修を実施し、窓口等業務の実施状況、課

題の整理、業務改善策の検討を行うなど、窓口等業務の質の維持及び向上に努め

ること。 

③ 研修に要する一切の経費は、受託事業者が負担し、研修場所についても受託事業

者が確保するものとする。 

④ 受託事業者は、研修終了後速やかに市へ研修内容の報告を行うこと。 

  オ 窓口等業務の導入管理・試行運用 

    業務開始日までに導入管理及び試行運用を行うこと。 

（７）トラブルへの対応 

  ア 受託者は、窓口等業務を遂行するにあたり、トラブル及びイレギュラーなケース

が発生した際は、責任を持って対処するとともに、遅滞なく本市へ報告すること。 

また、内容に応じ対応を適宜、本市へ引き継ぐこととし、市民へ発する文書等は

本市に許可を得たうえで行うこと。 

イ 苦情等については、現状分析と解決策を講じ、本市へ報告すること。 

ウ 業務時間中の災害発生時においては、本市と協力して来庁者の避難誘導を行うこ

と。 

 

８．窓口等業務サービス水準 

（１）サービス水準の設定 

   受託者は、本市と協議の上、サービス水準維持・向上のために必要な具体的な測定

方法及び評価方法を設定すること。 

（２）窓口利用者アンケートの実施 

   窓口サービスの向上を図るため、来庁者の意見を把握し、窓口等業務に反映するた

め、窓口利用者へのアンケートを年１回以上実施すること。 

（３）満たすべきサービス水準に達しない場合の勧告 

サービス水準が本市と受託者が協議の上で定められた水準に達しない場合、本市は

受託者に対し原因の分析、課題の抽出、改善策の策定等必要な改善措置を講じるよう

勧告することができる。  

受託者は、本市から勧告を受けた場合は直ちに改善措置を講じるとともに、その結

果について書面で報告しなければならない。なお、改善措置を講じる際に生じた各種

経費は受託者の負担とする。 

 

９．窓口等業務実施体制 

（１）業務従事者の確保 

   受託者は、窓口等業務を円滑に実施するため、必要な人員を確保したうえで、業務

量の変動に応じた適正な人員配置により、効果的かつ効率的な運営が可能な体制を構
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築すること。また、業務運営開始当初や繁忙期だけでなく業務習熟度なども勘案する

こと。 

  従事者は受託者の直接雇用とし、業務を迅速かつ的確に履行するだけでなく、服装、

接遇態度に気を配り、親切・丁寧な対応を心がけること。受託者は健康保険証、雇用

保険証、厚生年金保険証、賃金台帳、雇用契約書、在籍証明書のいずれかを本市に提

出し直接雇用されていることの承認を受けること。 

   なお、業務中は名札又は制服を着用させ、本市職員との区分を明確にする対応をと

ること。その際の費用は受託者の負担とする。 

（２）統括責任者等の指定 

   受託者は、従事者の指揮監督を行うとともに、円滑に窓口等業務を遂行するため、

窓口等業務について一切の管理を行う責任者１名と、統括責任者が不在の場合に統括

責任者を代理するとともに、各部門の指揮・監督を行う業務責任者を３名以上選任し、

本市に届け出ること。 

   なお、受託者は、統括責任者又は業務責任者のいずれかを必ず各業務の履行場所（市

民課・税務課・総務課・産業振興課）に常駐させ、常に本市と連絡が取れる体制を整

えること。 

（３）統括責任者等の条件 

   統括責任者及び業務責任者は、窓口等業務の履行に必要な法的知識及び専門知識を

有する者、従事者等に対して適正な処理を指導できる者を充てること。 

（４）業務従事者 

   受託者は、統括責任者及び業務責任者の指揮監督下において、窓口等業務の実務担

当者として、担当業務の制度やマニュアルなどの記載内容等を理解し、窓口対応、シ

ステム操作など担当業務を的確に行える業務従事者を配置すること。公用車運行管理

業務従事者については、12 か月点検を実施できる者を含めた人員を配置すること。 

   なお、窓口等業務の受託にあたり、新たに従事者を雇用する場合は、可能な限り、

市内雇用に努めること。 

 

１０．窓口等業務における受託事業者の責務 

（１）守秘義務及び個人情報の取扱い 

  ア 受託者は、窓口等業務の実施に当たり、「個人情報の保護に関する法律」（平成１

５年法律第５７号）及びその関連法令、「橋本市情報セキュリティ基本方針」、「橋本

市情報セキュリティ対策基準」を遵守すること。 

  イ 受託者は、プライバシーマーク、ISO/IEC270001 又は JIS Q270001 の認証を受けて

いること。 

  ウ 受託者は、窓口等業務で取り扱う個人情報等について、第三者に漏えい及び開示、

並びに目的外利用を行ってはならない。また、本契約の実施に必要な場合を除き、

指定された以外の場所へ持ち出してはならない。なお、上記の取扱いは窓口等業務

が終了（解除の場合を含む。）した後においても同様とする。 

  エ 受託者は、統括責任者、業務責任者及び業務従事者と、窓口等業務の終了後及び
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退職後においても有効な、個人情報や機密情報の漏えい及び目的外利用を禁じた誓

約書の写しを業務開始までに本市へ提出すること。なお、業務開始後に、統括責任

者等を新たに雇用した場合には、その都度、速やかに上記誓約書の写しを本市へ提

出すること。 

（２）個人情報を記録した文書等の取扱い 

  ア 受託者は、窓口等業務で取り扱う個人情報等を記録した届書、通知書等（以下「届

書等」という。）について、漏えい、紛失、毀損等が発生しないよう必要な措置を講

じること。 

  イ 受託者は、仕様書等に定める場合を除き、届書等の全部又は一部の複写複製等を

行ってはならない。また、複写複製等を防止するため必要な措置を講じること。 

  ウ 受託者は、本契約終了後に本契約において入手し又は作成した個人情報を含む資

料及び電磁的記録がある場合は、それを返還し又は本市の指示する方法により廃棄

しなければならない。返還の場合は、本市は当該情報の返還を受けたことを証する

書面を受託者に交付し、廃棄の場合は、受託者は廃棄した旨を証する書面を本市に

交付することとする。 

（３）情報機器等の持込み制限 

   受託者は、統括責任者、業務責任者及び業務従事者、またその関係者に関わらず情

報端末（デスクトップＰＣ、ノートＰＣ、タブレットＰＣ及びプリンタ等の周辺機器

を含む。）及び記録媒体（ＵＳＢメモリ等）（以下「情報端末等」という。）の無断持ち

込みを禁止する。ただし、業務責任者が受託者の本部への報告業務や業務従事者への

連絡調整等のため、指定された執務場所に持ち込む場合には、機器名、仕様、用途等

を報告の上、事前に本市の許可を得て使用すること。なお、その際、次の各号につい

て留意すること。 

  ア 受託者は、許可を得て持ち込んだ端末のネットワーク接続を必要とする場合、本

市と予め協議の上接続すること。 

  イ 受託者は、情報端末等の保管場所、使用場所については、本市と協議の上決定す

ること。 

（４）撮影機器及び録音機器等の持込み制限 

受託者は、統括責任者、業務責任者及び業務従事者、またその関係者に関わらず、

カメラやＩＣレコーダー等の撮影機器及び録音機器の無断持ち込みを禁止する。た

だし、本事業の実施に必要な場合は、事前に本市の許可を得て使用すること。 

（５）事故発生時の対応 

受託者は、自己の責めに帰すべき場合か否かに関わらず、本業務で取り扱う個人

情報及びこれを含む届書等について、漏えい、紛失、目的外の使用又は収集、紛失、

毀損等を発見したときは、直ちに本市にその内容を報告し、具体的な対応について

本市と協議するものとする。当該協議前に適宜の応急処置をとる必要がある場合に

は、当該措置後直ちに本市に漏えい等の内容及び処置について報告し、対応を協議

するものとする。 

（６）特定個人情報を取り扱う業務に関する委託先チェックリスト 
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受託者は、契約前に別添の本市が定める、「特定 個人情報を取り扱う業務に関す

る委託先チェックリスト（以下、チェックリスト）」を提出するものとする。チェッ

クリストに一つでも「×」の項目がある場合、業務開始までに「〇」となるよう改

善するものとする。 

 

１１．窓口等業務で使用することができる端末等 

   受託者が使用することができる端末・什器等は以下のとおりとする。 

場所 端末・什器等 数量 

産業振興課 
LGWAN・インターネット環境端末 ２台 

LGWAN・インターネット環境プリンタ（職員と共有） １台 

市民課 

基幹系端末（職員と共有） ６台 

戸籍総合システム端末・証明発行用（職員と共有） ２台 

LGWAN・インターネット環境端末 １台 

基幹系プリンタ（職員と共有） ３台 

戸籍総合システムプリンタ（職員と共有） ３台 

LGWAN・インターネット環境プリンタ（職員と共有） １台 

税務課 

基幹系端末 ４台 

LGWAN・インターネット環境端末 １台 

基幹系プリンタ（職員と共有） ２台 

LGWAN・インターネット環境プリンタ（職員と共有） １台 

総務課 
LGWAN・インターネット環境端末 ３台 

LGWAN・インターネット環境プリンタ（職員と共有） １台 

各課 

机（1800×600 程度）（内部事務用） 協議の上決定 

オフィスチェア 協議の上決定 

キャビネット（袖机） 協議の上決定 

書類入れ 協議の上決定 

電話機 職員と共有 

  その他、窓口等業務に必要な機材等が発生した場合は、受託者の負担で準備すること。 

 

１２．報告会の開催 

受託者は、窓口等業務の実施状況の報告、課題の整理、業務改善策の提示を行うため、

毎月及び臨時的に本市を交えた報告会を開催すること。 

  ア 定例報告会 

    定例報告会は、毎月１回開催するものとし、日程は本市と協議の上決定する。 

  イ 臨時報告会 

    市及び受託者は、臨時的に報告会を開催することができる。この場合において、

日程は両者で協議の上決定する。 

  ウ 本市からの業務改善の要請について 
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    本市は、窓口等業務の実施にあたり改善すべき事例が発生した場合は、その内容

について、定期または臨時の報告会において受託者に報告書を提出する。 

    受託者は、当該報告書の内容を精査し、業務従事者への研修の実施、業務手順書

の修正等により改善を図るものとし、その改善内容を計画書又は報告書として作成

し、本市に提出すること。 

 

１３．各種報告書等の作成及び提出 

受託事業者は、任意の様式により次に掲げる報告書等を作成し、市に提出すること。 

（１）業務計画書 

① 業務開始２か月前までに、次の事項を記載した業務計画書を作成し、本市へ提出す

ること。ただし、令和６年度の市民課日直関連業務について契約締結後速やかに業

務計画書を作成し、事前準備期間中に本市へ提出すること。 

ア 業務実施体制（役割分担、人員配置、欠員時の補充体制） 

イ 業務引継ぎに関する手順等に関すること 

ウ 従事者の育成、研修に関すること（事前研修を含む） 

エ 情報セキュリティ等のリスク管理に関すること 

オ トラブル、災害等の緊急時における連絡体制及び対応フロー 

カ その他必要な事項 

② 業務開始後は必要に応じて更新を行い、その都度市へ提出すること。 

（２）名簿 

① 業務開始１か月前までに、総括管理責任者、業務責任者及び業務従事者の名簿を市

へ提出すること。ただし、令和６年度の市民課日直関連業務について契約締結後速

やかに名簿を作成し、事前準備期間中に本市へ提出すること。 

② 変更が生じた場合は、その都度市へ提出すること。 

③ 業務従事者等名簿の提出は、セキュリティ管理及び個人情報の漏えい防止が目的で

あり、当該名簿に記載のない者が執務室内に立ち入らないようにすること。 

（３）シフト表 

① １か月分のシフトを業務実施月前月の 20 日までに市へ提出し承認を得ること。た

だし、令和６年度４月分の市民課日直関連業務シフトについて契約締結後速やかにシ

フト表を作成し、事前準備期間中に本市へ提出し承認を得ること。 

② 提出後に変更が生じた場合は、速やかに最新版を市へ提出し承認を得ること。 

（４）業務マニュアル 

① 業務開始日までに業務を遂行するにあたって必要な作業手順等を記載した業務マ

ニュアルを作成し、市へ提出し承認を得ること。 

② 業務マニュアルの著作権その他の権利は市に帰属するものとする。 

ただし、受託事業者は、本業務を遂行するにあたり必要な限り自由にマニュアルを使

用し、また改変できるものとする。なお、改変した場合は、その都度市へ報告し承認

を得ること。 

（５）業務報告書 
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受託者は、定められた期日までに以下の報告書を提出すること。 

① 年次報告（前年 10 月 1 日から 9月 30 日までの報告を 10 月 15 日までに提出） 

ア 年間業務実績 

イ 年間サービス水準の達成状況 

ウ 研修内容及び実績等 

② 月次報告（業務実施月翌月の報告会にて報告） 

ア 月間業務実績 

イ 月間サービス水準の達成状況 

ウ 業務履行上の課題等 

③ 日次報告（翌営業日までに報告） 

ア 証明書等の種類別処理件数 

イ 手数料等の各種収納金額 

④ 随時報告 

ア トラブル発生時の内容報告、緊急課題の報告、業務履行に係る協議事項の報告、

改善策の立案・提示、業務従事者交代報告、感染症発生状況等を事件発生後速や

かに報告すること。 

イ アンケートにより市民の利用満足度調査を年 1 回以上行うこと。内容について

は事前に市の承認を得るものとし、実施後はその結果を分析して報告書として取

りまとめて報告すること。 

 

１４．窓口等業務の引継ぎ 

  受託者は、契約が終了した場合（契約解除により契約が終了した場合を含む。以下

同じ。）は、窓口等業務に関し、供用を受けた施設、機器、資料等を遅滞なく本市へ返

還しなければならない。なお、供用を受けたものについて、滅失・損傷等が生じた場

合は、受託者はその損害を賠償するとともに、施設については、受託者の負担におい

て原状に回復するものとする。 

本業務の終了に伴い受託者が変更となる場合には、受託者は、契約期間中に引継期

間を設け、業務引継書及び仕掛かりに関する内容を記した書類により、次回の受託者

に対し、引継ぎを行うこととする。 

なお、業務の引継ぎに際し、市又は市が指定する者からの資料等の請求については、

市と受託者との協議のうえ、受託者の不利益になると本市が認めた場合を除き、受託

者はこれに全て応じるものとする。 

本市は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、受託者及び次回の受託者に対して必要

な措置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

また、引継ぎにかかる費用は、本契約受託者の負担とする。 

 

１５．窓口等業務における緊急時の対応 

 （１）緊急時（災害時等）の連絡体制等 

受託者は、緊急時の連絡体制、対応方法について定め、本市と協議の上、窓口等業
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務開始前に内容についての承諾を受けること。 

（２）緊急時（災害時等）の報告 

緊急を要する場合は、受託者は責任をもって対処するとともに、本市の承諾を得て

事前に定めた方法により遅滞なく本市へ報告する等、必要な措置を講じること。 

 

１６．庁舎等総合管理業務の業務項目及び業務内容 

（１）業務項目 

① 庁舎清掃業務 

② 庁舎警備業務 

③ 庁舎日直業務 

④ 庁舎総合案内業務 

⑤ 電話交換業務 

⑥ 庁舎環境衛生管理業務 

⑦ 庁舎自動扉保守点検業務 

⑧ 庁舎エレベーター保守点検業務 

⑨ 庁舎及び立体駐車場消防用設備点検業務 

⑩ 教育文化会館清掃業務 

⑪ 保健福祉センター清掃業務 

⑫ 保健福祉センター警備業務 

⑬ 保健福祉センター総合案内業務 

⑭ 保健福祉センター環境衛生管理業務 

⑮ 保健福祉センター特殊建築物・建築設備管理業務 

⑯ 保健福祉センター自動扉保守点検業務 

⑰ 保健福祉センターエレベーター保守点検業務 

⑱ 保健福祉センター消防用設備点検・防火対象物定期点検業務 

⑲ 保健福祉センター自家用電気工作物・非常用発電機設備保守点検業務 

（２）業務内容 

  別添庁舎等総合管理業務における各業務特記仕様書のとおり 

 

１７．庁舎等総合管理業務の業務期間及び業務場所 

（１）業務履行期間 令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

（２）業務場所 

橋本市東家一丁目 1番 1号（市本庁舎、北別館） 

   橋本市東家一丁目 6番 27 号（市教育文化会館） 

   橋本市東家一丁目 3番 1号（市保健福祉センター） 

 

１８．庁舎等総合管理業務の負担区分 

（１）本業務に必要な資器材及び消耗品、作業服は、受注者負担とし、負担区分の明確で

ないものは発注者及び受注者が協議し定めるものとする。 
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（２）本業務に必要な光熱水費は、発注者負担とするが、極力無駄のないようにすること。 

（３）本業務に必要な控え室、資材置き場等は、発注者が無償提供する。 

（４）時間外等の経費については、委託料に含むものとする。 

 

１９．庁舎等総合管理業務の留意事項 

（１）従事者の服装については、常に一定の服装及び名札を着用させ、従事人であるこ

とを明確にし、来庁者等に不快感を与えないよう常に清潔を保たせるようにする

こと。また執務スペースの入るときは受託者の社員証等の確認書類を携帯するこ

と。 

（２）電気機器の使用にあたり、事前に発注者の承認を受け、事故のないように配慮す

ること。また、庁舎内・外のコンセント使用時には、他の機器に影響が出ないよ

うにすること。 

 （３）従事者名簿及び報告書等の提出 

①受託者は、各業務着手前に当該業務に従事する者の住所、氏名、生年月日等を記

した名簿を提出すること。以後、従事人の異動がある場合も事前に報告すること。 

②業務日誌は、業務終了後において、担当者に提出し、その確認を受けること。な

お、書式等については、後日打ち合わせするものとし、費用は、受注者負担とす

る。 

③各業務を行うにあたり、各種提出書類及び資格証明書等の提出を発注者が求めた

場合は速やかに提出し、書式等については、発注者と協議し決定するものとし、

費用は受注者負担とする。 

（４）本業務実施中に本市の備品及び建築物に破損があった場合は、速やかに発注者に

報告し受注者の責任において原状回復を行うこと。 

（５）業務実施にあたり、受注者は、庁舎等総合管理業務特記仕様書及び別途定める契

約書に基づいて、信儀に従って誠実に履行するものとする。 

（６）各業務を実施するにあたり、有資格者の実施すべき業務は、当該有資格者である

と確認することができる資格書等の写しを提出すること。 

 （７）関係法令を遵守すること。 

（８）各業務に従事する者に対し、教育・研修を行い、サービス向上に努めること。 

 

２０．市有バス運行管理業務の業務内容 

（１）指示された運行日に運行場所まで市有バスを運転し、運行後は車庫等に保管すること。 

  原則として運行予定日の７日前までに受託者に運行依頼を行う。 

運行時間は原則として、午前６時から午後８時の間とする。 

運行場所は原則として市有バス使用許可書に明記された場所とする（経路）。 

〇市有バス（マイクロバス）：和歌山２００さ１５４ 

乗車定員２６人 

長さ６９９ｃｍ・幅２０１ｃｍ・高さ２７１ｃｍ、 

年式：平成１３年 車名：三菱 
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型式：ＫＫ－ＢＥ６６ＤＧ 

               ＊契約期間中に運行車両を同等車両に変更する場合あり。 

（２）運転業務に関すること。 

  ①安全運行には万全を期するとともに、安全運行及び運行業務に関する研修を十分に

行うこと。 

  ②市有バス利用者に関して乗降時や車内での安全の確保を図ること。 

（３）車両の整備に関すること。 

  ①運行前点検を実施すること。（オイル量、傷、電球、タイヤ状況等の自主点検） 

  ②車両の修繕は、原則として発注者が行う。ただし、受託者の過失による場合の修繕

については、受託者が対応すること。 

（４）事故があった場合の処理に関すること。 

  ①緊急事故等における連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にしておくこと。 

  ②事故が発生した場合の処理は、受託者が責任をもって行うこと。 

（５）車両の清掃業務に関すること。 

  ①車内清掃は、運行ごとに行うこと。 

  ②車外清掃は、車両の汚れがないように適宜行うこと。 

（６）車両の給油業務について 

   発注者が指定する給油所において、市有バスの油脂（燃料）の給油を行うこと。な

お、油脂に係る費用は、発注者が負担する。 

（７）車両運行者 

① 運転士は、原則として満７０歳未満で安全運転に支障のない健康な者とする。 

② 代替運転士を確保し、運行に支障が及ばないよう配慮すること。 

③ 運転士（代替運転士を含む）は大型第二種運転免許を保有すること。 

④ 市有バスの安全並びに安定運行のため、運転士の体調管理に十分配慮し、適正な

人員管理を行うこと。 

（８）市有バスの運行に係る損害賠償等 

① 市有バスの運行業務に起因する損害又は傷害に対する賠償は、受注者が、その責

めを負うこと。ただし、受注者の責によらないものは、この限りではない。 

② 市有バスの自賠責保険は発注者が加入する。任意保険（車両、対人・対物無制限、

その他必要な保険）は受託者が契約し、費用を負担する。また、契約後、契約書

の写しを提出すること。 

③ 受託者の故意又は過失による事故等により、発注者に損害が生じた場合は、受託

者にその損害を請求する。 

④ 受託者の過失による事故の場合、受託者が代替車両を準備し、その費用は受託者

が負担する。 

（９）業務報告 

   受託者は運行終了後、発注者が指定する様式で運行状況を整理し、すみやかに報告

すること。 

（１０）経費の区分 
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① 発注者負担 

油脂代・有料道路通行料・運転士宿泊代・駐車場代・車検代・修理代・重量税・

タイヤ・自賠責保険。 

② 受託者負担 

上記①以外のもの・受注者の重大な過失による修理及び補償等。 

（１１）支払など 

① 運転士１人あたりの日額は実働日数に応じてのみ支払うものとする。 

② 宿泊を伴う場合は、２日間の運行として算定する。 

③ 運行時間や運行距離によって、労働基準法をはじめとする関係法令を遵守した上

で、運転士が２人必要な時は、２人分の日額を支払うこととする。 

④ 運行のキャンセルは、前日までに行うこととし、当日のキャンセルについては、

日額を支払う。 

⑤ 見積書に記載された単価をもって契約金額とする。 

⑥ 令和元年度から令和６年１月末までの実績は下の市有バス運行実績日数表のとお

り。令和５年度予定数量は６０件。 

市有バス運行実績日数表（令和６年 1月末時点） 

業務月
令和元年度
日数（日）

令和２年度
日数（日）

令和３年度
日数（日）

令和４年度
日数（日）

令和５年度
日数（日）

4月 2 0 0 2 2

5月 6 0 0 1 4

6月 5 0 0 4 8

7月 10 0 0 2 4

8月 6 0 0 0 2

9月 3 1 0 4 3

10月 10 1 3 2 5

11月 7 1 6 5 4

12月 2 0 1 1 2

1月 4 0 0 2 2

2月 6 2 0 5 5

3月 0 0 0 4

計 61 5 10 32 41

平均 5.08 0.33 1.11 2.33 3.78
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２１．再委託の禁止 

   受託者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は、請け負わせてはならな

い。ただし、窓口等業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は、請け負わせること

について、合理的かつやむを得ない事情があり、予め書面にて本市から承認を受けた

場合はこの限りではない。 

 

２２．第三者賠償 

   受託者が、本契約の内容に違反し、受託事業者の責めに帰すべき理由により、本市

又は第三者に損害を与えたときは、受託者の責任においてその損害を賠償すること。

なお、本契約終了後に損害が発生し、又は損害の発生を知った場合も同様とする。 

 

２３.リスク分担 

   橋本市窓口業務等アウトソーシング委託の契約の締結にあたり、施設の管理運営上

の事故・天災・物価上昇等の経済状況の変化など、事前に予測できない事態が発生し、

管理運営の経費や収入が影響を受ける場合があるため、リスクに対する負担を協議し、

別表２のとおりリスク分担表を作成する。なお、その他のリスクはその都度、協議し

分担を決定する。 

 

２４. 委託料の請求 

   受託者は、毎年度の業務完了後、本市に対して完了報告書を提出した上で、本市に

よる検査合格後に、契約金額の当該年度にあたる金額を請求するものとする。 

 

２５. その他 

   この仕様書の解釈に疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項については、

本市と協議の上解決すること。 

   なお、窓口等業務に関連して実施する臨時的な業務（給付金業務等）が発生した場

合は、窓口等業務を基本として、費用負担を別途協議する。 
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別表１ 主な窓口業務等の実績（令和４～５年度）件数（単位：件） 

業 務 名 令和5年度※11月まで 令和 4年度 

市民課住民係・戸籍係窓口関連業務   

 住民票の写し交付件数 9,463 16,098 

住民票記載事項証明交付件数 208 352 

転入届受付件数 750 1,157 

 転居届受付件数 501 809 

転出届受付件数 770 1,327 

世帯変更届受付件数 410 704 

印鑑登録受付件数 1,122 1,636 

印鑑登録廃止受付件数 379 2,051 

印鑑登録証明書交付件数 4,903 8,227 

戸籍謄・抄本交付件数 5,109 6,807 

身分証明書、独身証明書等交付件数（窓口有料・無料） 562 710 

仮ナンバー発行件数 311 469 

住民票の写し・住民票記載事項証明郵便請求件数 1,892 2,718 

戸籍謄・抄本本郵便請求件数 7,336 9,717 

身分証明書、独身証明書等交付件数（郵便請求） 110 194 

出生届受付件数（休日預かり含む） ２２８ ３１４ 

離婚届受付件数（休日預かり含む） ５６ ９１ 

死亡届受付件数（休日預かり含む） ５９８ ９６９ 

婚姻届受付件数（休日預かり含む） ８８ １６８ 

市民課日直関連業務   

 戸籍の各届受付件数 ２６５ ４２７ 

埋火葬許可証作成・交付件数 １９３ ２９１ 

斎場利用許可書作成・交付件数 ２１９ ３５２ 

仮ナンバー・仮ナンバー許可証返却受取り件数 １９ ３２ 

税務課窓口・内部事務関連業務   

 確定申告運営受付件数 ５日間 現時点なし 1,733 

市民税申告運営受付件数 24 日間 現時点なし 1,667 

軽自動車税の異動件数 4,403 9,352 

原付等の登録、廃車、名義・番号変更件数（合算） 818 1,585 

軽自動車税の減免申請受付件数 421 413 

所在地証明（営業証明） 7 12 

所得証明発行件数 3788 5882 

納税（完納）証明発行件数 647 1,118 

軽自動車税納税証明発行件数 628 2,948 



- 22 - 

業 務 名 令和5年度※11月まで 令和 4年度 

郵送請求受付件数（有料・税証明関係） 市民税係 70 

収納係 35 

市民税 100

収納係 48 

郵送請求受付件数（公用） 車検用 7 車検用 49 

給与支払報告書処理件数 現時点なし 13,087 

市税の申告書発送件数 2948 2969 

市税の督促状・催告書発送件数 16,362 25,690 

市税の還付通知書発送件数 2,842 3,714 

総務課契約検査係内部事務関連業務   

 入札参加資格業者届受付件数（本申請） 

（2年に 1回） 

0 

(R6.1～3 2,500) 

 

0 

 入札参加資格業者届受付件数（追加申請） 

（2年に 1回） 

 

0 

 

300 

 入札参加資格業者届受付件数（変更申請） 

（通年随時変更受付） 

 

666 

 

1,000 

総務課総務管理係内部事務関連業務   

 総務課所管公用車台数 33 35 

公用車車検支払件数 18 19 

公用車手配（申請・貸出）デスクネッツ受付件数 4454 5460 

公用車事故件数 11 14 

公用車修繕支払件数 22 30 

マイクロバス申請受付件数 32 32 

総務課総務管理係公用車運行管理関連業務   

 公用車運行使用簿貸出件数 4454 5460 

 運行管理対象軽貨物台数 18 20 

 運行管理対象軽乗用台数 0 0 

 運行管理対象小型貨物台数 3 3 

 運行管理対象普通貨物台数 1 1 

 運行管理対象小型乗用台数 0 0 

 運行管理対象普通乗用台数 9 9 

産業振興課内部事務関連業務   

 寄附件数 33,387 件 40,319 件 

ワンストップ特例申請受付件数（オンライン除く） 2,014 件 6,482 件 
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別表２ リスク分担表 

リスクの種類 内 容 
リスク分担 

本市 受託者 

法令等の変更 窓口等業務に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

物価変動 契約後のインフレ、デフレ  ○ 

金利変動 契約後の金利変動  ○ 

事故・災害 

本市の責任による事故の発生 ○  

受託者の責任による事故の発生  ○ 

不可抗力（天災等）による事故の発生 ○  

施設・設備の劣化等による事故 ○  

契約不履行 

本市の指示書等の内容不備によるもの ○  

受託者の労使間における労働争議によるもの  ○ 

不可抗力（天災等）によるもの ○  

財務 
本市の支払い遅延、不払等 ○  

受託者の倒産等  ○ 

従事者の不正、 

犯罪 
情報漏えい、横領等  ○ 

解除権 
受託者の帰責事由による解除  〇 

本市の帰責事由による解除 〇  

※その他のリスクは、発生した際に本市と受託者の協議により分担を決定する。 


